
 

 

 

事務担当者は、認定請求に必要な添付資料についてこの一覧表で必ずチェックをし、不備があれば添付するように指導してください。 

認定請求添付資料一覧 
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(1) 勤 務 時 間 中 ○ ○ ○ ○ ○              ○ 

第
三
者
加
害
の
場
合
は
必
ず
添
付
す
る 

       

（
人
身
事
故
扱
い
の
も
の
） 

        

交
通
事
故
の
場
合
は
必
ず
添
付
す
る 

治
療
期
間
が

９０
日
以
上
又
は
死
亡
及
び
基
金
が
必
要
と
認
め
た
場
合
に
添
付
す
る
（
通
勤
災
害
の
場
合
は
意
見
書
） 

教員のクラブ活動に係る事案については年間練習計画書、当日ク

ラブ活動承認書、クラブ顧問一覧表 

(2) 
時間外(休日） 

勤 務 中 
○ ○ ○ ○ ○    ○          ○ 

(3) 宿日直勤務中 ○ ○ ○ ○ ○     ○         ○ 
 

(4) 
特別な事情下の

通 勤 途 上 
○ ○ ○ ○ ○ ○   △ △ △ △ ○      ○ 

(5) 出張（外勤）中 ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○           ○ 
出張命令簿のない場合は出張証明書 

(6) 
レクリエーショ

ン 参 加 中 
○ ○ ○ ○ ○              ○ 

年間レクリエーション行事計画書、実施計画書、実施の通知文、

その他実施資料 

(7) 訓 練 中 ○ ○ ○ ○ ○              ○ 
訓練実施計画書、時間割表、その他実施資料 

(8) 
第 三 者 

加 害 行 為 
○ ○ ○ ○ ○              ○ 

 

(9) 交替制勤務者 ○ ○ ○ ○ ○      △ △       ○ 

(10

) 

常 勤 的 

非 常 勤 職 員 
○ ○ ○ ○ ○  ○     △       ○ 

人事通知書、給与簿写 

疾 

病 

の 

場 

合 

(1) 一 般 疾 病 ○ ○ ○ ○ ○  △  △     ○ ○  ○  ○ 

 
 

 

 

(2) 
心・血管疾患及

び脳血管疾患等 
○ ○ ○ ○ ○  ○ △ ○ △ △ △ ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

心・血管疾患及び脳血管疾患等の職務関連疾患の調査認定票、そ

の他関連資料 

(3) 腰 痛 症 ○ ○ ○ ○ ○  △  △     ○ ○ ○ ○ △ ○ 
発症時の姿勢、加わった外力の大きさ等の資料等 

(4) 頸肩腕症候群 ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○     ○ ○  ○ △ ○ 
 

(5) 精 神 疾 患 等 ○ ○ ○ ○ ○  ○ △ ○ △ △ △ ○ ○ ○  ○  ○  
精神疾患等に起因する公務起因性判断のための調査票、その他関

連資料 

通勤災害 ○ ○ ○ ○ ○ ○   △ △ △ △ ○      ○ 
第三者加害の場合

は必ず添付する 
交通事故の場合は必

ず添付する 

通勤届のない場合は、通常の経路及び方法に係る所属長の証明書 

1 △は必要に応じて添付する。 
2 上記のほか認定上必要と認められる資料を追加提出してもらう場合があります。 
3 ※は支部で様式が定まっている資料です。 


